
令和６年度　一般会計  歳出　第 ３ 款 ２ 項 １ 目　12 節（18）　委託料

受 付 種  目  番  号 委託担当

　　 － 連絡先 青葉区総務課予算調整係 長岡 ℡ 978-2214
番 号 　　　

設　計　書

１　委託件名 青葉区総合庁舎設備時計交換委託

２　履行場所 青葉区市ケ尾町31番地４  青葉区総合庁舎

３　履行期間 ■期間　契約締結日 から 令和７年3月31日 まで

　　又は期限 □期限　令和　　年　　月　　日　まで

４　契約区分 ■　確定契約 □　概算契約

 

５　その他特約事項

６　現場説明 ■　不要 　

□　要

７　委託概要 青葉区総合庁舎設備時計について、既存品を撤去し、

新しい時計を設置すること



内 訳 書

名　称 形状寸法等 数量 単位 単価(円) 金額(円) 摘要

水晶式親時計A
シチズン（KM-
80U4P）４回線　地
デジ修正機能付き

1 式

パネル付き金具
シチズン
EI-1 1 式

時計Fデジタル時計
シチズン
LDW-120A2 1 式

時計修正プレート
シチズン
LDW-I 1 式

親時計設置作業 1 式

デジタル時計設置作業 1 式

時計設備　現地調整費
既存分現地調整
費 1 式

時計設備　現地調整費
更新後現地調整
費 1 式

作業費 1 式

諸経費 1 式

計 0

消費税及び地方消費税相当額 0

委託代金額 0



８　部　分　払

□　する  （ 回以内）

■　しない

部 分 払 の 基 準

業  務  内  容 履　行 数　量 単位 単  価 金　額

予定月 (概算数量) (概算金額)

委託代金合計

※単価及び金額は消費税及び地方消費税相当額を含まない金額

※概算数量の場合は、数量及び金額を（　）で囲む。

委 託 代 金 額
（概算金額）

内  訳 業 務 価 格

（概算金額）

　 消費税相当額

（概算金額） ¥0



仕 様 書 

 

１ 件名 

青葉区総合庁舎設備時計交換委託 

２ 発注部署 

青葉区総務課 

３ 担当者 

長岡（電話 045-978-2214） 

４ 履行期限 

契約決定日から令和７年３月 31 日まで 

５ 部分払い 

なし 

６ 契約区分 

  確定契約 

７ 履行場所 

青葉区総合庁舎（横浜市青葉区市ケ尾町 31 番地４） 

８ 用 途 

庁舎の利便性向上 

９ 業務内容 

（１）既存品の撤去 

（２）新規設置 

（３）設置した統計にいて、日本標準時間に時計を合わせること 

（４）既存の子機時計に連動させること 

（５）その他 

・作業終了後は、写真付きの報告書を提出すること。 

・業務内容内訳は、設計書のとおりとする。 

・壁の穴あけについては以下の点に留意すること。 

・鉄筋コンクリートの壁に貫通孔をあける際は、鉄筋探査機（レントゲン、電磁波レーダー法な

ど）を用いて鉄筋の位置を割り出して、鉄筋を切断しないように削孔すること。 

・埋め込み配管・配線も切断しないよう、調査の上注意して施工すること。 

・外壁に貫通孔を開ける場合は、貫通孔から室内への漏水が生じないよう、シーリング等防

水処置を行い、なるべく雨掛かりとなる部分は避けること。 

10 必要事項の規定  

受託者は、委託業務の実施にあたり、必要な事項を定めること。  

 

 



11 委託料について  

(1)委託者は、委託業務に必要な経費を、受託者に支払うものとする。経費内訳について

は、別添設計書のとおりとする。  

(2)委託料の使途が不適当と認められるときは、委託者は、受託者に対して委託料の全部

又は一部の返還を求めることができる。  

12 実績報告について 

行った業務の状況が分かる業務報告書を、委託期間終了後２週間以内に提出すること。  

13 その他  

本仕様書に明記されていない事項で、業務上必要な事項については、本市と協議し、行

うものとする。また、本仕様書に定める事項について疑義が生じた場合の解釈について

は、本市と協議の上解決するものとする。 


